
２
０
１
４
年
４
月
30
日
に
栗
生
楽
泉
園
（
群
馬
県
草
津
町
）

内
に
重
監
房
資
料
館
が
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
は
地

元
メ
デ
ィ
ア
が
大
き
く
取
り
上
げ
ま
し
た
。
そ
の
時
、
私
の
脳

裏
に
は
忘
れ
ら
れ
な
い
方
々
の
顔
が
浮
か
び
ま
し
た
。
12
年
ほ

ど
前
の
あ
る
日
、
突
然
に
谺

こ
だ
ま

雄
二
さ
ん
が
支
援
者
と
共
に
自
坊

に
訪
ね
て
来
ら
れ
ま
し
た
。
訪
問
の
目
的
は
重
監
房
（
特
別
病

室
）復
元
に
向
け
て
署
名
を
と
り
ま
と
め
て
欲
し
い
と
の
依
頼

で
し
た
。
当
時
、
ハ
ン
セ
ン
懇
内
で
も
重
監
房
の
復
元
に
つ
い

て
盛
ん
な
議
論
が
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
私
は
現
状
の
ま
ま
保
存

し
た
ほ
う
が
い
い
と
考
え
て
い
ま
し
た
が
、
谺
さ
ん
の
復
元
へ

の
あ
つ
い
思
い
に
ふ
れ
、
署
名
の
取
り
ま
と
め
を
約
束
し
、
後

日
署
名
を
託
し
ま
し
た
。

そ
の
谺
さ
ん
は
重
監
房
資
料
館
の
オ
ー
プ
ン
直
後
の
５
月
11

日
に
旅
立
た
れ
ま
し
た
。
あ
た
か
も
草
津
町
で
は
二
回
目
に
な

る
ハ
ン
セ
ン
病
市
民
学
会

の
開
催
中
で
あ
り
、
谺
さ

ん
は
自
ら
が
提
唱
し
命
を

か
け
て
取
り
組
ん
で
き
た

重
監
房
資
料
館
の
完
成
を

見
届
け
る
か
の
よ
う
に
そ

の
生
涯
を
閉
じ
ま
し
た
。

私
が
資
料
館
を
訪
れ
た

の
は
６
月
で
し
た
が
、
平

日
に
も
か
か
わ
ら
ず
多
く

の
来
館
者
が
あ
り
驚
き
ま
し

た
。
資
料
館
は
納
骨
堂
に
隣
接

し
て
お
り
想
像
以
上
に
立
派
な

建
物
で
す
。
入
り
口
で
簡
単
な

ア
ン
ケ
ー
ト
を
記
入
し
た
後
、

学
芸
員
の
案
内
で
重
監
房
に
つ

い
て
の
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

の
為
に
20
分
ほ
ど
の
映
像
を
観

る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ

の
後
、
復
元
さ
れ
た
重
監
房
の

前
で
映
像
に
よ
る
レ
ク
チ
ャ
ー
が
あ
り
、
い
よ
い
よ
重
監
房
へ

と
進
ん
で
い
き
ま
す
。
実
際
の
重
監
房
を
知
る
方
の
証
言
を
元

に
復
元
し
た
だ
け
に
リ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
を
出
た

後
は
パ
ネ
ル
展
示
や
重
監
房
跡
地
の
発
掘
調
査
か
ら
出
土
し
た

遺
物
の
展
示
な
ど
を
見
学
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
１
時

間
半
ほ
ど
で
館
を
出
て
感
じ
た
こ
と
は
、
ぜ
ひ
重
監
房
の
跡
地

も
併
せ
て
観
て
欲
し
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

か
つ
て
、
重
監
房
の
跡
地
に
立
っ
て
拡
声
器
を
肩
に
か
け
、

そ
こ
で
何
が
行
わ
れ
た
の
か
を
語
っ
て
く
れ
た
田
中
梅
吉
さ
ん

の
姿
が
思
い
起
こ
さ
れ
ま
す
。
梅
吉
さ
ん
は
病
の
身
を
お
し
て

園
内
を
案
内
し
て
く
れ
ま
し
た
。
こ
の
重
監
房
資
料
館
は
谺
さ

ん
を
は
じ
め
、
こ
の
地
で
亡
く
な
っ
て
い
か
れ
た
方
々
に
と
っ

て
の
忘
れ
形
見
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
国
に
よ
る
強
制
隔
離

政
策
の
す
さ
ま
じ
さ
の
象
徴
で
あ
る
重
監
房
の
存
在
を
、
し
っ

か
り
と
胸
に
刻
み
、
語
り
継
ぐ
こ
と
が
あ
ら
た
め
て
求
め
ら
れ

て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
「
ハ
ン
セ
ン
懇
」
第
2
連
絡
会
委
員　

朝
比
奈
高
昭

２
０
１
４
年
度
に
入
り
「
ハ
ン
セ
ン
懇
」
委
員
メ
ン

バ
ー
も
交
代
し
、
新
た
な
歩
み
を
始
め
ま
し
た
。

皆
さ
ま
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

あ
た
ら
し
く
メ
ン
バ
ー
に
な
っ
た
方
に
は
＊
印
を
付

け
て
い
ま
す
。

【
連
絡
会
】

第
1
連
絡
会
（
ハ
ン
セ
ン
懇
委
員
）
水
澤
孝
秀
、
酒
井 

智
＊
、
本
間
義
敦
＊
、
磯
崎
信
光
＊

（
担
当
）
阪
本
、
二
宮

第
2
連
絡
会
（
ハ
ン
セ
ン
懇
委
員
）
見
義
智
証
、
朝
比

奈
高
昭
、
旦
保
立
子
、
酒
井
義
一
、
髙
橋
深
恵
、
堀
前

裕
見
、
青
井
和
成
、
松
下
春
樹
、
松
寺
広
深

（
担
当
）
吉
田
佑
樹
、
二
宮

第
3
連
絡
会
（
ハ
ン
セ
ン
懇
委
員
）
佐
々
木
賢
成
、
旭

野
康
裕
、
稲
葉
亮
道
、
大
島
文
昭
＊
、
土
屋
慶
史
、
下

間
寿
昭
、
鈴
木
勘
吾

（
担
当
）
吉
田
佑
樹
、
近
藤

第
4
連
絡
会
（
ハ
ン
セ
ン
懇
委
員
）
勝
間 

靖
、
新 

康

紀
＊
、
飯
貝
宗
淳
＊
、
佐
々
本 

尚
＊
、
新
田
專
信
、
谷 

大
輔
、
稲
垣
洋
信
＊
、
小
松
裕
子
、
中
杉
隆
法
、
岡 

学

（
担
当
）
山
内
、
蓑
輪

第
5
連
絡
会
（
ハ
ン
セ
ン
懇
委
員
）
清
原
昌
也
、
来
山

哲
治
＊
、
田
中
一
成
＊
、
福
田
了
樹
＊
、
福
田
恵
信
、

寺
本
是
真
＊

（
担
当
）
阪
本
、
大
屋

第
6
連
絡
会
（
ハ
ン
セ
ン
懇
委
員
）
長
谷 

暢
、
知
花
昌

一
＊
、
具
志
堅
優
己
、
菱
木
政
晴

（
担
当
）
雨
森
、
近
藤

【
作
業
部
会
】

交
流
集
会
部
会
（
ハ
ン
セ
ン
懇
委
員
）
中
杉
隆
法
、
旭

野
康
裕
、
吹
原
竜
二
、
鈴
木
勘
吾
、
藤
井
満
紀

（
担
当
）
山
内
、
吉
田
佑
樹
、
大
屋
、
蓑
輪
、
二
宮

真
相
究
明
、家
族・ふ
る
さ
と
部
会
（
ハ
ン
セ
ン
懇
委
員
）

長
谷 

暢
、
佐
々
本
尚
、
下
間
寿
昭
、
訓
覇 

浩
、
菱
木

政
晴

（
担
当
）
雨
森
、吉
田
佑
樹
、大
屋
、蓑
輪
、吉
田
和
豊
、近
藤

広
報
部
会
（
ハ
ン
セ
ン
懇
委
員
）
谷 

大
輔
、
本
間
義
敦
、

旦
保
立
子
、
髙
橋
深
恵
、
飯
貝
宗
淳

（
担
当
）
山
内
、
大
屋
、
蓑
輪
、
二
宮
、
近
藤

ハ
ン
セ
ン
病
問
題
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
な
ど
、

ど
な
た
で
も
お
気
軽
に
お
電
話
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
各
療
養
所
・
退
所
者
の
会
の
窓
口
担
当
も
ご

紹
介
し
て
お
り
ま
す
。

連
絡
先
：
☎
０
７
５
─

３
７
１
─

９
２
４
７

　
　
　
　
（
真
宗
大
谷
派
解
放
運
動
推
進
本
部 

内
）

今
年
も
松
丘
保
養
園
（
青
森
県
青
森
市
）
で
白
道
会
の

報
恩
講
が
勤
め
ら
れ
た
。
10
月
４
日
の
青
森
は
暖
か
な
日

和
だ
っ
た
。
園
内
の
納
骨
堂
の
前
で
お
勤
め
を
し
て
、
施

設
の
多
目
的
ホ
ー
ル
で
報
恩
講
を
勤
め
て
交
流
会
を
行
っ

た
。
今
年
は
園
か
ら
11
人
の
参
加
者
が
あ
っ
た
。
私
が
初

め
て
参
加
し
て
か
ら
数
年
経
つ
が
、
園
内
か
ら
の
参
加
者
が
年
々

減
っ
て
き
て
い
る
。交
流
会
の
時
間
自
体
も
年
々
短
く
な
っ
て
い
る
。

保
養
園
内
の
高
齢
化
が
大
き
な
課
題
で
は
あ
る
が
、
課
題
は
そ
れ
だ

け
で
は
な
い
。
参
加
し
た
く
て
も
介
護
を
必
要
と
す
る
入
所
者
は
、

職
員
の
負
担
を
考
え
て
遠
慮
し
て
し
ま
う
そ
う
だ
。
同
じ
病
室
の
担

当
者
が
自
分
だ
け
に
つ
く
と
、
他
の
同
室
の
人
に
目
が
届
か
な
く

な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
思
う
か
ら
だ
。

交
流
会
の
後
に
一
人
の
入
所
者
の
方
に
お
茶
に
誘
わ
れ
た
。「
亡

く
な
っ
た
人
の
荷
物
を
整
理
し
て
い
て
、
私
の
家
は
入
れ
な
い
か

ら
。」
と
、
も
う
一
人
の
入
所
者
の
お
家
に
お
邪
魔
し
て
の
お
茶
に

な
っ
た
。「
み
ん
な
歳
と
っ
て
き
た
か
ら
ね
。」
と
言
わ
れ
た
。
松
丘

保
養
園
の
報
恩
講
を
通
し
、
あ
ら
た
め
て
私
た
ち
自
身
と
社
会
の
課

題
を
教
え
て
も
ら
っ
た
気
が
す
る
。

（「
ハ
ン
セ
ン
懇
」
広
報
部
会
　
本
間
義
敦
）
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ハ
ン
セ
ン
懇
委
員
紹
介

「
真
宗
大
谷
派
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
に
関
す
る

懇
談
会
」（
通
称
：
ハ
ン
セ
ン
懇
）委
員
紹
介

重監房跡地
（1999年、宗議会議員の現地研修より）

重監房資料館
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2
0
1
9
年
度
以
降
は
定
員
の
絶
対
数
を
減
少
さ
せ
る
が
、
入
所

者
一
人
当
た
り
の
定
員
数
1
・
5
人
の
水
準
を
下
回
ら
な
い
よ
う

維
持
す
る

と
約
束
し
ま
し
た
。

統
一
交
渉
団
は
こ
の
厚
労
省
の
定
員
計
画
を
受
け
入
れ
る
と
と
も
に
、

全
療
協
の
「
実
力
行
使
（
ハ
ン
ガ
ー
ス
ト
ラ
イ
キ
、
座
り
込
み
等
）
の
断

行
」決
議
を
取
り
下
げ
る
こ
と
を
約
束
し
た
の
が
、8
月
15
日
の
合
意
で
す
。

こ
れ
は
政
府
の
定
員
合
理
化
計
画
か
ら
療
養
所
を
実
質
的
に
除
外
し
た

も
の
で
、
故 

神こ
う

美
知
宏
全
療
協
会
長
、
故 

谺こ
だ
ま

雄
二
全
原
協
会
長
を
先

頭
に
、
自
ら
の
命
を
賭
す
こ
と
も
い
と
わ
な
い
闘
い
を
続
け
て
き
た
入
所

者
の
皆
さ
ん
の
切
実
な
想
い
が
よ
う
や
く
結
実
し
た
と
い
え
ま
す
。

小
さ
な
幸
福
を
感
じ
る
た
め
に
は
、
多
く
の
園
の
方
々
の
協
力
と
配

慮
を
必
要
と
す
る
療
養
所
の
現
状
を
、
先
の
「
米
寿
の
お
祝
い
」

で
経
験
し
た
私

は
、
全
療
協
が
命

が
け
で
定
員
削
減

を
阻
止
し
、
介
護

職
員
数
の
増
加
を

求
め
た
意
味
と
重

要
性
を
い
ま
さ
ら

な
が
ら
に
実
感
し

ま
し
た
。
そ
れ
と

と
も
に
、
そ
の

「
数
」
を
「
質
」

に
転
化
さ
せ
、
在

園
の
方
々
一
人
一

人
が
「
尊
厳
あ
る
個
人
」
と
し
て
尊
重
さ
れ
、「
自
分
ら
し
い
姿
」で
暮

ら
し
、最
期
を
迎
え
る
こ
と
の
で
き
る
療
養
所
づ
く
り
を
し
て
い
く
こ
と

が
、
次
な
る
ス
テ
ッ
プ
で
あ
る
こ
と
も
痛
感
し
ま
し
た
。

　

2
0
0
1
年
の
熊
本
地
裁
判
決
は
「
全
て
の
人
に
は
発
展
可
能
性
が
あ

り
、
隔
離
は
こ
れ
を
奪
う
も
の
で
あ
る
」
と
絶
対
隔
離
政
策
を
断
罪
し
、

ハ
ン
セ
ン
病
回
復
者
の
人
間
回
復
を
宣
言
し
ま
し
た
。
た
と
え
高
齢
と
な

っ
て
も
発
展
可
能
性
を
有
す
る
人
間
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
あ
り
ま
せ

ん
。
在
園
の
方
た
ち
の「
こ
う
生
き
た
い
」「
こ
う
在
り
た
い
」と
い
う「
願

い
」、「
想
い
」
を
少
し
で
も
実
現
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
、
個
人
の
尊
厳

の
尊
重
で
あ
り
、
自
己
決
定
権
の
具
体
化
な
の
で
す
。
こ
れ
が
施
設
側
の

視
点
の
み
か
ら
な
る
「
安
全
」
や
「
効
率
化
」
で
つ
ぶ
さ
れ
る
こ
と
が
あ

っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
に
は
、
入
所
者
一
人
一
人
の
「
願
い
」「
想
い
」
に
即
し
た

医
療
・
看
護
・
介
護
を
実
現
す
る
チ
ー
ム
体
制
（
エ
ン
ド
・
オ
ブ
・
ラ
イ

フ
・
ケ
ア
）
の
構
築
や
、
在
園
の
方
々
の
尊
厳
や
思
い
を
守
る
た
め
の
調

査
・
提
言
機
関
（
人
権
擁
護
委
員
会
等
）
の
設
置
を
実
現
す
る
こ
と
が
、

こ
れ
か
ら
の
重
要
課
題
で
す
。
ま
た
、
療
養
所
で
働
く
医
師
・
看
護
師
・

介
護
員
に
と
っ
て
も
魅
力
の
あ
る
職
場
と
な
り
、
そ
し
て
多
く
の
人
々
が

交
流
し
、
人
権
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
場
と
し
て
の
療
養
所
を
目
指
す
将

来
構
想
の
実
現
も
不
可
欠
で
す
。

去
る
11
月
19
日
、
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
解
決
促
進
法
の
一
部
改
正
（
退
所

者
遺
族
支
援
制
度
）
に
伴
い
、
参
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
は
「
職
員
の
確

保
に
最
大
限
努
め
る
こ
と
。」
と
の
附
帯
決
議
を
行
い
ま
し
た
。

私
た
ち
も
、
在
園
者
の
「
尊
厳
」
の
た
め
に
、
質
・
量
と
も
に
備
え
た

療
養
所
体
制
の
充
実
に
向
け
、
さ
ら
な
る
一
歩
を
踏
み
出
し
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
の
10
月
、
長
島
愛
生
園
（
岡
山
県
瀬
戸
内
市
）
で
宇
佐
美
治
さ
ん
、

金キ
ム

泰テ

グ九
さ
ん
、
加
藤
由
男
さ
ん
の
米
寿
を
祝
う
会
が
お
こ
な
わ
れ

ま
し
た
。
3
人
と
も
西
日
本
訴
訟
・
瀬
戸
内
訴
訟
（
と
も
に
、
ハ
ン
セ
ン

病
違
憲
国
家
賠
償
請
求
訴
訟
）
原
告
団
の
中
心
を
担
っ
て
き
た
方
た
ち
で

す
。
親
交
の
厚
い
知
人
と
弁
護
団
の
有
志
10
数
名
ほ
ど
の
、
さ
さ
や
か
な

小
宴
で
し
た
が
、
中
尾
伸
治 
自
治
会
長
、
日
野
夫
妻
、
溝
渕
さ
ん
も
参

加
さ
れ
、
食
事
と
お
酒
を
囲
ん
で
、
時
に
は
山
陽
放
送
の
宮
崎
さ
ん
が
特

別
に
編
集
し
て
く
れ
た
映
像
や
裁
判
の
苦
労
話
で
盛
り
上
が
り
、
久
々
に

ま
っ
た
り
と
し
た
楽
し
い
時
間
を
過
ご
し
ま
し
た
。

ま
た
、
今
回
は
、
園
か
ら
集
会
室
を
お
借
り
し
、
介
護
職
員
の
皆
さ
ん

に
会
場
設
営
や
送
迎
と
全
面
的
な
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ

の
居
室
で
、
お
手
製
の
料
理
に
舌
鼓
を
う
ち
、「
今
日
は
特
別
だ
よ
」
と

言
っ
て
出
し
て
く
れ
た
酒
を
酌
み
交
わ
し
談
笑
し
て
い
た
裁
判
の
頃
と
は

随
分
勝
手
が
違
っ
た
の
も
事
実
で
す
。
こ
の
日
の
準
備
の
た
め
に
、
日
野

夫
妻
は
、
園
や
職
員
さ
ん
た
ち
に
お
願
い
と
挨
拶
に
回
ら
れ
た
そ
う
で
、

さ
さ
や
か
な
小
宴
を
設
け
る
に
も
、
多
く
の
職
員
さ
ん
達
の
ご
協
力
や
ご

理
解
を
必
要
と
す
る
療
養
所
の
状
況
に
、
や
や
戸
惑
い
を
覚
え
た
の
も
事

実
で
し
た
。

さ
て
、
2
0
1
4
年
8
月
15
日
、
統
一
交
渉
団
（
代
表 

森
和
男
全

療
協
会
長
）
と
厚
生
労
働
省
（
代
表 

土
屋
晶
子
厚
労
副
大
臣
）
と

の
間
で
、
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
職
員
定
員
に
関
す
る
画
期
的
な
合
意

が
交
わ
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
ず
、
国
の
2
0
1
5
年
度
か
ら
2
0
1
9
年
度
ま
で
の
公
務
員
定
員

合
理
化
計
画
（
2
0
1
4
年
7
月
25
日
閣
議
決
定
）
の
中
に
あ
っ
て
、
内

閣
人
事
局
長
は
厚
労
省
に
対
し
、国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
に
関
し
て
は
、

そ
の
歴
史
的
経
緯
や
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
解
決
促
進
法
の
趣
旨
、
更
に
は
高

齢
化
に
伴
う
入
所
者
の
実
情
に
応
じ
た
充
実
し
た
療
養
体
制
の
確
保
の
必

要
性
か
ら
、
合
理
化
目
標
数
を
大
幅
に
軽
減
し
、
ま
た
2
0
1
9
年
度
以

降
も
入
所
者
一
人
当
た
り
の
定
員
の
水
準
を
維
持
す
る
と
の
通
知
を
出
し

ま
し
た
。

こ
の
内
閣
人
事
局
長
通
知
を
受
け
た
厚
労
省
は
、

①①

2
0
1
5
年
度
か
ら
2
0
1
9
年
度
の
合
理
化
目
標
数
を
2
0
1
0

年
度
か
ら
2
0
1
4
年
度
ま
で
の
合
理
化
数
（
△
2
5
9
人
）
の
2

分
の
1
を
下
回
る
数
（
△
1
2
9
人
）
に
軽
減
す
る

②②

2
0
1
5
年
度
か
ら
2
0
1
8
年
度
ま
で
の
定
員
を
対
前
年
度
＋

1
人
ず
つ
と
し
、
2
0
1
8
年
度
ま
で
に
入
所
者
1
人
当
た
り
の

介
護
員
・
看
護
師
数
を
1
・
5
倍
程
度
拡
充
す
る

ハ
ン
セ
ン
病
違
憲
国
家
賠
償
請
求
訴
訟
弁
護
団　

弁
護
士　

神
谷
誠
人

一
人
ひ
と
り
の「
願
い
」と

「
想
い
」に
応
え
る
た
め
に

─
統
一
交
渉
団
と
厚
生
労
働
省
で

合
意
書
が
交
わ
さ
れ
ま
し
た
─

厚労省との合意書
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かつて大阪には公立のハンセン病療養所「外
そと

島
じま

保養院」がありま

した。1907年の「癩予防ニ関スル件」にもとづき、1909年、２府10県

（大阪、京都、兵庫、奈良、和歌山、三重、滋賀、岐阜、福井、石川、

富山、鳥取）の連合立療養所として、現在の大阪市西淀川区中島二

丁目付近に開設されました。しかし、1934年９月21日、近畿一円を

襲った室戸台風で施設は壊滅し、196名もの方が亡くなったのです。

その後、大阪をはじめとする２府10県での再建を目指しましたが反

対運動で実現せず、岡山県長島の地に「光明園」として移設されま

した。

現在は、神崎川沿いの保養院跡地付近に、邑久光明園入所者自治

会によって記念碑が建てられ、毎年、室戸台風の犠牲になった方々

の法要が行われています。しかし、時の流れとともに、大阪に療養

所が存在したことも、また外島保養院に多くの患者の方々が送り込

まれてきたことも忘れ去られようとしているのが現状です。

室戸台風から80年を迎えた2014年９月、保養院の歴史とそこに生

きた人たちの姿と声を記録と記憶に刻むことを通して、ハンセン病

問題の全面解決と再発防止に資するための取り組みを行おうと「外

島保養院の歴史をのこす会」が立ち上がりました。

外島保養院の歴史に思いを馳せるとき、国による強制隔離政策を

無批判に受け入れ、ハンセン病を患った方々や家族を自分たちの地

域から排除してきた責任を私たち一人ひとりが自覚し、二度と偏見・

差別による被害を起こさないでほしいという、呼びかけの声を感じ

ずにはいられません。外島保養院の歴史に学ぶことは、私自身のこ

れまで、そしてこれからの歩みがどこまでも問われることであり、

ハンセン病問題解決に取り組む姿勢と、責任の自覚、行動に対して

厳しい眼差しが注がれることなのだと思います。

※「外島保養院の歴史をのこす会」では、今後、２府10県の行政に呼びかけ、
当時の記録の整理や記憶をのこす取り組みを進めていきます。問合せ
は、☎06-7506-9424（ハンセン病回復者支援センター）まで。

解放運動推進本部　近藤恵美子
外島保養院記念碑
1996年の「らい予防法」廃止を期に
建てられた

被害の大きさを伝える翌日の新聞
（大阪毎日新聞　1934年9月22日）

室戸台風で全壊した外島保養院

は
じ
め
に

わ
が
国
の
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
入
所
者
は

高
齢
化
に
よ
り
減
少
の
一
途
を
辿
る
一
方
で
あ

る
。
私
の
属
す
る
邑
久
光
明
園
で
は
今
後
10
年
間

で
入
所
者
数
は
2
割
に
減
少
す
る
と
予
測
さ
れ
て

お
り
、
長
い
歴
史
の
あ
る
療
養
所
が
ま
さ
に
激
変

の
時
期
を
迎
え
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な

い
だ
ろ
う
。
そ
の
中
で
今
起
き
て
い
る
こ
と
は
何

か
。
そ
の
一
つ
は
入
所
者
の
自
治
能
力
の
著
し
い

低
下
で
あ
る
。

療
養
所
に
は
、
家
族
と
切
り
離
さ
れ
た
入
所
者

に
対
し
て
家
族
の
代
理
と
し
て
本
人
の
意
思
を
代

弁
す
る
「
世
話
人
」（
療
養
所
に
よ
っ
て
は
「
後

見
人
」
と
呼
ば
れ
る
）
や
、
入
所
者
の
意
思
を
代

表
し
療
養
所
や
国
へ
働
き
か
け
を
行
う「
自
治
会
」

が
古
く
か
ら
存
在
し
、
こ
う
し
た
自
治
活
動
に
よ

り
入
所
者
の
人
権
が
守
ら
れ
、
回
復
さ
れ
て
き
た

こ
と
は
歴
史
が
示
す
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、

入
所
者
の
高
齢
化
、
人
数
の
減
少
が
進
む
中
で
、

自
治
会
制
度
、
世
話
人
制
度
の
維
持
が
次
第
に
困

難
と
な
り
つ
つ
あ
る
現
状
を
考
え
る
と
、
今
後
も

入
所
者
の
人
権
を
守
り
続
け
る
た
め
に
は
こ
れ
ら

の
制
度
に
替
わ
る
新
た
な
制
度
を
整
え
る
こ
と
が

不
可
欠
と
考
え
ら
れ
る
。

ハ
ン
セ
ン
病
市
民
学
会
で
の
2
0
1
3
年
5
月

か
ら
2
年
間
に
わ
た
る
検
討
や
光
明
園
で
の
取
り

組
み
の
経
験
か
ら
、
入
所
者
を
取
り
巻
く
人
権
上

の
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
、
お
よ
び
一
般
医
療
機
関
の

動
向
や
知
見
を
踏
ま
え
、
最
後
の
時
期
を
迎
え
つ

つ
あ
る
療
養
所
が
入
所
者
の
人
権
が
守
ら
れ
る
形

で
運
営
さ
れ
る
た
め
に
必
要
と
考
え
ら
れ
る
し
く

み
と
し
て
、
2
0
1
4
年
3
月
に
「
エ
ン
ド
・
オ

ブ
・
ラ
イ
フ
・
ケ
ア
」
チ
ー
ム
お
よ
び
人
権
擁
護

委
員
会
の
設
置
案
を
全
国
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
入

所
者
協
議
会
に
提
案
す
る
に
至
っ
た
。
こ
れ
か
ら

3
回
に
分
け
て
案
を
解
説
さ
せ
て
頂
き
た
い
と
思

う
（
こ
の
稿
は
全
て
2
0
1
4
年
11
月
に
記
し
ま

し
た
）。

「
エ
ン
ド
・
オ
ブ
・
ラ
イ
フ
・
ケ
ア
」
チ
ー
ム

お
よ
び
人
権
擁
護
委
員
会
に
つ
い
て

①「
エ
ン
ド
・
オ
ブ
・
ラ
イ
フ
・
ケ
ア
」
チ
ー
ム

エ
ン
ド
・
オ
ブ
・
ラ
イ
フ
・
ケ
ア
と
は
、
高
齢

化
社
会
の
到
来
と
慢
性
疾
患
患
者
の
増
大
に
伴
い

終
末
期
ケ
ア
の
あ
り
方
が
模
索
さ
れ
て
い
る
昨

今
、
従
来
の
「
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
」
や
「
緩
和
ケ

ア
」
と
異
な
り
、
終
末
期
医
療
の
み
な
ら
ず
、
い

つ
か
来
る
だ
ろ
う
死
を
意
識
し
な
が
ら
、
そ
れ
ま

で
の
間
、
本
人
に
と
っ
て
最
善
の
生
を
生
き
ら
れ

る
よ
う
支
援
す
る
考
え
方
で
あ
り
、
そ
の
取
り
組

み
は
わ
が
国
に
お
い
て
近
年
急
速
に
普
及
し
つ
つ

あ
る
。
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
に
お
い
て
は

2
0
1
2
年
か
ら
沖
縄
愛
楽
園
に
お
い
て
先
駆
的

に
導
入
さ
れ
て
い
る
。

超
高
齢
化
が
進
行
す
る
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養

所
に
お
い
て
は
入
所
者
全
員
が
エ
ン
ド
・
オ
ブ
・

ラ
イ
フ
・
ケ
ア
の
対
象
と
言
っ
て
も
よ
い
。
残
さ

れ
た
時
間
を
有
意
義
で
尊
厳
あ
る
も
の
に
す
る
た

め
に
は
、
本
人
ら
し
く
生
き
ら
れ
る
意
思
決
定
を

支
援
し
、
最
後
ま
で
納
得
で
き
る
人
生
を
過
ご
す

た
め
の
ケ
ア
を
行
う
チ
ー
ム
体
制
を
整
備
す
る
こ

と
が
不
可
欠
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
、
家
族
の
代

理
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
き
た
世
話
人
制
度

が
立
ち
行
か
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
今
日
、
そ
の
必

要
性
は
極
め
て
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。

②
人
権
擁
護
委
員
会

医
療
機
関
に
お
け
る
倫
理
委
員
会
は
大
き
く
２

つ
の
も
の
が
あ
る
。

一
つ
は
研
究
倫
理
委
員
会
と
呼
ば
れ
、
院
内
で

臨
床
研
究
を
実
施
す
る
際
の
倫
理
審
査
を
行
う
。

も
う
一
つ
は
病
院
倫
理
委
員
会
（
も
し
く
は
臨
床

倫
理
委
員
会
）
と
呼
ば
れ
、
医
療
現
場
で
生
じ
る

さ
ま
ざ
ま
な
倫
理
的
諸
問
題
の
検
討
を
行
う
。
わ

が
国
で
は
研
究
倫
理
委
員
会
は
各
病
院
で
広
く
普

及
し
て
お
り
、
一
方
の
病
院
倫
理
委
員
会
も
普
及

し
つ
つ
あ
る
が
、
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
に
お
い
て

は
光
明
園
に
設
置
さ
れ
て
い
る
「
人
権
擁
護
委
員

会
」
以
外
に
は
そ
の
設
置
例
を
見
な
い
よ
う
で
あ

る
。し

か
し
、
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
が
医
療
施
設
と

同
時
に
人
生
の
大
半
を
過
ご
す
生
活
施
設
で
あ
る

こ
と
や
、
入
所
者
の
人
権
を
守
る
上
で
大
き
な
役

割
を
果
た
し
て
き
た
世
話
人
制
度
や
自
治
会
制
度

の
維
持
が
困
難
と
な
り
つ
つ
あ
る
現
状
か
ら
す
れ

ば
、
一
般
の
医
療
機
関
以
上
に
そ
の
必
要
性
は
大

き
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
ハ
ン

セ
ン
病
療
養
所
に
お
け
る
病
院
倫
理
委
員
会
を
、

入
所
者
の
人
権
を
守
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と

を
明
確
に
す
る
意
味
で
、「
人
権
擁
護
委
員
会
」

と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。

（
つ
づ
く
）

ハンセン病療養所の将来を見据えて
外島保養院の歴史に動かされて

─外島保養院の歴史をのこす会　発足─

─国立ハンセン病療養所における「エンド・オブ・ライフ・ケア」チーム
および人権擁護委員会の設置について─

全国のハンセン病療養所では入所者の高齢化が進む中、生活を支えるあらたな仕組みを整えることが
急務となっています。今号から 3 回にわたって、邑久光明園副園長 青木美憲さんに、今後、療養所で
必要だと考えられる取り組みについて解説していただきます。

（全3回連載予定）

1回目
連 載

国
立
療
養
所
邑
久
光
明
園
副
園
長　

青
木
美
憲
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「今ならお話しできるかもしれないね」。聞き取り当日の朝、首都を直撃した暴風雨の様

子を気にしながら、平野仁枝さんに聞き取りをお願いした時の言葉を噛みしめていた。

82歳になられた仁枝さんが言われた「今なら」に、万感の思いが込められた「今」の重

さを感じていた。平野さんご夫婦と知り合い、ハンセン懇委員として交流をしながらも、

仁枝さんの経験をあえて私からは聞こうとしてこなかった。そんな私にとっては、やっと

の「今」であり、今だからの「今」だった。

夫の昭さんは、自叙伝も書いておられたし、機会あるごとに積極的に語ってくださった。

でもそれも聞いただけで終わっていた、と妻・仁枝さんの聞き取りをすることになって改

めて気づかされた。ハンセン病によって余儀なくされた苦難の人生を聞く事は辛いことだ。

しかし隔離・差別偏見に苦しめられた自らの体験を語ることは、聞く側の辛さとは比べら

れないだろう。なのにあえて語ってくださるのは、問題を無関心に放置したり、傍観して

平気でいる私や社会の「盲
もう

冥
みょう

」を照らすためだ。また現在の回復者の人生の残された時間

を考える時、隔離による苦難を語らずして自分の人生は完結しない、と考えておられる方

も少なくないだろう。私たちは皆さんが生きてこられた証しをしていかねばならない。だ

からこそ聞き取っておかねばならない「今」を迎えている。

私たち委員が聞き取るということは、苦難の人生を聞いて驚いたり悲しんだりするだけ

で終わってはいけない。個々の体験から隔離の実態や差別偏見の被害に憤り、怒ることだ。

その感情をエネルギーとして私の内にある問題や、時代社会が抱える課題を厳しく問い、

それらを各々の現場で自分の表現で発信し、広く問い続けることだ。それは闘いであり、

未来へとつながる願いでもある。聞き取ることで、苦難の歴史を前に歩んでいかれた回復

者の方たちと、未来に生きる人たちへの願いと責任を背負っていかねばならない最後の

「今」でもあろう。

多磨全生園の居室居間で、録画録音を許してもらい２時間半ほどお話ししていただいた。

生い立ちから早いご両親の死、駿河療養所への入所、社会復帰そして再入所。ご両親やご

実家の苦労、出会い、結婚…。社会での苦労、女性としての辛い経験。内容はやはりとても

厳しかったが、穏やかにはっきりと語られた。しかし聞けなかったこともたくさん残った。

終わって、外食しようということで園の外に出た。朝の暴風雨が嘘のように、台風一過

の青空と美しい夕焼けが広がっていた。

「ハンセン懇」第3連絡会委員　旭野康裕

今、「聞き取り」をするということ

世のいのりにこころいれて
2
0
1
4
年
10
月
19
日
に
菊
池
恵
楓
園
（
熊
本
合
志
市
）

に
お
い
て
、
菊
池
事
件
再
審
を
す
す
め
る
会
主
催
の
も
と
、

熊
本
大
学
学
生
有
志
の
協
力
に
よ
り
再
審
模
擬
裁
判
が
執
り

行
わ
れ
ま
し
た
。
今
回
開
か
れ
た
模
擬
裁
判
は
、
1
9
6
2

年
4
月
に
熊
本
地
裁
に
な
さ
れ
た
第
3
次
再
審
請
求
が
認
め

ら
れ
、
現
代
に
お
い
て
再
審
が
は
じ
め
ら
れ
た
と
い
う
設
定

で
、
被
告
人
で
あ
る
Ｆ
氏
が
生
き
て
い
る
と
仮
定
し
、
裁
判

員
裁
判
の
形
式
に
よ
る
模
擬
裁
判
と
な
り
ま
し
た
。

今
回
の
裁
判
で
は
、
凶
器
や
証
言
に
関
す
る
正
当
性
と
、

憲
法
違
反
と
い
う
こ
と
が
争
点
と
な
り
ま
し
た
。
裁
判
官
の

判
決
は
、
凶
器
や
証
言
に
関
す
る
不
自
然
な
点
か
ら
証
拠
ね

つ
造
の
疑
い
は
払
拭
で
き
な
い
と
し
、
ま
た
、
す
で
に
ハ
ン

セ
ン
病
に
対
す
る
特
効
薬
が
で
き
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
合
理
的
理
由
の
な
い
差
別
的
な
扱
い
を
さ
れ
て
い
た
と

認
め
ら
れ
、
こ
の
影
響
は
刑
事
手
続
き
全
般
に
及
ん
で
い
る

と
考
え
ら
れ
る
と
し
て
憲
法
14
条
（
法
の
下
の
平
等
）
違
反

に
あ
た
る
と
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
被
告
人
に
無
罪

の
判
決
が
言
い
渡
さ
れ
ま
し
た
。

今
回
の
裁
判
は
あ
く
ま
で
模
擬
裁
判
で
あ
る
が
、
人
の
命

の
尊
さ
、
平
等
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
改
め
て
考
え
さ
せ
ら

れ
ま
し
た
。
再
審
弁
護
団
の
徳
田
靖
之
氏
は
「
再
審
が
棄
却

さ
れ
続
け
る
中
で
、
模
擬
で
は
あ
る
が
裁
判
が
開
か
れ
た
こ

と
は
と
て
も
嬉
し
い
。
誤
っ
た
裁
判
に
よ
っ
て
死
刑
宣
告
を

受
け
、
奪
わ
れ
た
命
は
取
り
返
す
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
話

さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
菊
池
恵
楓
園
入
所
者
自
治
会
の
志
村

康
氏
は
「
裁
判
と
は
人
の
命
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
裁
く

者
も
裁
か
れ
る
者
も
命
の
上
に
平
等
で
あ
る
。
決
し
て
命
の

重
さ
に
違
い
が
あ
っ
て
は
い
け
な
い
」
と
語
ら
れ
ま
し
た
。

私
た
ち
は
平
等
と
い
う
こ
と
を
簡
単
に
口
に
し
ま
す
。
今

回
の
裁
判
で
も
、
裁
判
官
の
役
を
さ
れ
た
方
が
「
法
の
下
の

平
等
」
と
口
に
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
人
と
い

う
の
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
み
な
平
等
な
は
ず
で
す
。「
天
上

天
下
唯
我
独
尊
」
と
あ
る
よ
う
に
、
生
ま
れ
て
き
た
私
と
い

う
こ
の
命
は
、
上
も
下
も
な
く
み
な
一
人
一
人
尊
い
存
在
で

あ
る
、
と
お
釈
迦
様
は
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
を
ハ
ン

セ
ン
病
で
あ
る
と
か
、障
が
い
者
で
あ
る
と
か
、健
常
者
、女
、

男
と
、
同
じ
人
で
あ
る
の
に
言
葉
に
よ
っ
て
分
け
隔
て
て
い

く
中
に
、
差
別
の
心
が
生
ま
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
お
互
い
を
認
め
合
い
、
理
解
し
合
い
、
と
も
に
歩
ん

で
い
く
こ
と
こ
そ
「
御
同
朋
御
同
行
」
の
心
で
あ
る
と
私
は

思
い
ま
す
。

や
や
も
す
る
と
差
別
心
に
よ
っ
て
振
り
回
さ
れ
て
い
く
私

た
ち
で
す
。
い
か
に
勉
強
し
、
学
ん
で
き
て
も
差
別
す
る
心

と
い
う
の
は
消
え
て
は
く
れ
ま
せ
ん
。
受
け
売
り
で
は
あ
り

ま
す
が
、「
ど
う
し
た
ら
差
別
は
な
く
な
り
ま
す
か
」
と
聞

か
れ
た
方
が
こ
の
よ
う
に
言
わ
れ
ま
し
た
。「
私
の
中
に
も

差
別
心
は
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
差
別
を
な
く
し
た
い
と
い

う
心
の
中
に
は
差
別
は
な
い
と
思
い
ま
す
」
と
。
つ
ま
り
差

別
を
遠
ざ
け
る
の
で
は
な
く
、
自
分
も
差
別
し
て
し
ま
う
身

で
あ
る
と
自
覚
し
、
つ
な
が
り
続
け
て
い
く
こ
と
が
願
わ
れ

て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
「
ハ
ン
セ
ン
懇
」
第
5
連
絡
会
委
員　

福
田
了
樹

菊
池
事
件 

再
審
模
擬
裁
判
を
受
け
て

1
9
5
1
年
、
現
在
の
熊
本
県
菊
池
市
で
起
こ
っ

た
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
事
件
と
殺
人
事
件
。

か
つ
て
村
役
場
の
衛
生
係
と
し
て
勤
務
し
て
い

た
被
害
者
宅
で
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
が
爆
発
し
た
こ
と

に
端
を
発
す
る
。
県
衛
生
課
の
要
請
に
よ
り
被
害

者
が
Ｆ
氏
を「
ら
い
」患
者
と
し
て
県
に
報
告
し
た
。

そ
れ
に
よ
り
菊
池
恵
楓
園
へ
の
入
所
勧
告
を
受
け

た
Ｆ
氏
の
逆
恨
み
に
よ
る
犯
行
だ
と
さ
れ
た
。
そ

の
後
、
被
害
者
が
何
者
か
に
殺
害
さ
れ
、
当
然
、

容
疑
は
Ｆ
氏
に
向
け
ら
れ
た
。
ハ
ン
セ
ン
病
で
あ

る
が
故
の
差
別
・
偏
見
が
、
公
正
な
裁
判
を
さ
ま

た
げ
、
Ｆ
氏
は
裁
判
所
構
内
の
通
常
の
法
廷
に
一

度
も
立
つ
こ
と
な
く
、
死
刑
判
決
が
言
い
渡
さ
れ
、

1
9
6
2
年
9
月
、
死
刑
が
執
行
さ
れ
た
。

菊池事件の概要

（親鸞聖人の言葉「御消息集」真宗聖典 568頁）

世に満ちている「人間でありたい」「本当に生きたい」という人々のいのりを、ちゃんと聞きながら…

劇映画「新・あつい壁」は、ハン
セン病患者であることを理由に
法の下の平等を踏みにじられた
50年以上前の事件を通して、そ
れを許した当時の社会の意識が
今日どのように変わったのか、
そして何が変わらないのかが描
かれています。

解
放
運
動
推
進
本
部
で
は
D
V
D
の
貸
出
し
を
行
っ
て
い
ま
す
。

各
地
で
上
映
を
す
す
め
て
く
だ
さ
い
。（
☎
0
7
5
─
3
7
1
─
9
2
4
7
）


